
日時：平成30年1月25日 (木) 13:30～
※ 受付開始13:00

場所：東海農政局

2号館【東庁舎】 ３F 研修室

※  名古屋市中区三の丸1-2-2

※ アクセス
地下鉄名城線「市役所」駅7番出口 徒歩約10分

地下鉄桜通線「丸の内駅」駅1番出口徒歩約10分

定員 ：30名
※ 定員を超えた場合、お断りする場合が

ございますので、その際はご了承願います

申込締切 ： 平成30年1月19日 (金)

農林水産省補助事業 平成29年度地理的表示保護制度推進事業

主催：GIサポートデスク 共催：中部経済産業局主催：GIサポートデスク 共催：中部経済産業局

1. GI保護制度の概要 13:30～14:00
講師：東海農政局 地域食品課 課長補佐 深尾昭彦

2. GI登録産品紹介 14:00～14:30 

「奥飛騨山之村寒干し大根」

講師： すずしろグループ 清水利子

講師： 飛騨市 商工観光課 商工係 出井浩司

・・・休憩（10分）・・・

3. GI登録申請の要件整理 14:40～15:10

説明者： GIサポートデスク 東海ブロックマネージャー

4. 地域団体商標制度の概要 15:10～15:40

講師：特許庁 地域ブランド推進室 室長 森山啓

5. GI登録申請個別相談会 16:00～17:00

相談対応者： GIサポートデスク
※ GI申請の個別相談会を会場内で実施します。

希望される方は、事前にお申込みください。
（相談時間は、30分程度）

開 催 要 領 全 体 プ ロ グ ラ ム

GI保護制度活用説明会

平成27年６月より開始されたGI保護制度はその登録、活用が進んでおり、平成29年12月に

は全国で57産品、1ヶ国で１産品が登録となり、東海ブロックからも、「特産松阪牛」、

「西尾の抹茶」、「奥飛騨山之村寒干し大根」「八丁味噌」「堂上蜂屋柿」の5産品が登録さ

れています。

一方、登録産品は農産品や水産品の分野が多く、今後は農産加工品や水産加工品、その他

加工品の分野での登録、制度活用が期待されているところです。

そこで、今回は、農産品や水産品に加え、加工品分野でのGI保護制度活用、申請に向けた

要件整理について、事例を交え詳しく解説させていただきます。制度の活用や登録申請を

具体的に検討されている事業者や団体の方々の参加をお待ちしております。

特産松阪牛

西尾の抹茶

奥飛騨山之村
寒干し大根

【東海ブロック】

～農産品 、水産品、加工品の知的財産保護～

堂上蜂屋柿

八丁味噌



参加ご希望の方は、下記の方法でお申込みください。

①Webの場合：URL: http://www.fmric.or.jp/gidesk/event/ にて申込み。

※ご連絡頂いた個人情報は、本説明会以外に使用いたしません。

【 GIサポートデスク 東海ブロック担当宛て 】

*は記入必須事項

GIサポートデスク（一般社団法人 食品需給研究センター）

東海ブロック担当： 米澤（よねざわ）、萩原（はぎわら）

〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-1-12

TEL：03（5567）1991 FAX：03(5567)1960 URL：http://www.fmric.or.jp/gidesk/

FAX 03-5567-1960

氏 名* (ふりがな： )

所属先名・部署

Ｔ Ｅ Ｌ* E-mail

氏 名* (ふりがな： )

所属先名・部署

氏 名* (ふりがな： )

所属先名・部署

GI保護制度の活用説明会【東海ブロック】

参加申込書
GI保護制度の活用説明会【東海ブロック】

参加申込書

問い合わせ先問い合わせ先

検 索「GIサポートデスク」で

個 別 相 談 会

参 加 希 望 *
1. 参加する 2. 参加しない （いずれかに〇印）

相談したい
品目または品名

（個別相談を希望
する方のみ）

品目・品名：

ご相談内容：

②FAXの場合 ：下記にご記入の上、03-5567-1960に送信してください。

/gidesk/event/

